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は
じ
め
に

戰
國
文
字
の
「
異
形
」
の
現
象
は
、
主
に
文
字
形
體
と
用
字
習
慣
（
文
字
の
使

い
方
の
習
慣
）
の
差
異
を
表
し
て
お
り
、
こ
れ
は
出
土
戰
國
文
獻
中
に
多
く
の
例

證
が
あ
る
。
文
字
形
體
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
目
」
は
、
齊
系
文
字
で

は
「

・

」
と
書
か
れ
、
齊
と
三
晉
文
字
で
は
ま
た
「

・

」
と
書
か
れ
る

が
、楚
系
文
字
で
は
「

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
用
字
習
慣
の
差
異
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
「
厨
」
は
、
秦
系
文
字
で
は
「
廚
」、
三
晉
文
字
で
は
「
朱
」
と
書
か
れ
、

楚
系
文
字
で
は
「

」
と
書
か
れ
て
い
る（

1
）。

秦
代
は
、秦
の
文
字
と
は
合
わ
な
い
六
國
古
文
を
廢
除
し
た
た
め
、文
字
の
「
異

形
」
の
現
象
は
大
き
く
變
化
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
古
文
の

字
形
が
短
期
閒
の
う
ち
に
完
全
に
撤
廢
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
も
秦
朝
が

存
續
し
た
期
閒
は
非
常
に
短
く
、
そ
の
た
め
秦
代
か
ら
前
漢
初
期
ま
で
に
編
纂
・

抄
寫
さ
れ
た
書
籍
の
中
に
は
す
べ
て
六
國
古
文
が
見
え
る（

2
）。
古
文
を
廢
除
す
る

前
に
編
纂
・
抄
寫
さ
れ
た
書
籍
の
中
に
は
、
當
然
、
六
國
古
文
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
實
際
に
、
そ
の
中
に
は
漢
代
の
學
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
古
文
經
」
が
少
な

か
ら
ず
存
在
し
て
い
る（

3
）。
現
在
、
戰
國
文
字
を
用
い
て
古
典
文
獻
を
新
た
に
釋

讀
し
た
硏
究
成
果
は
數
多
く
あ
り
、
筆
者
も
か
つ
て
三
晉
文
字
の
中
の
「
百
」
字

の
特
殊
な
寫
法
に
つ
い
て
檢
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
新
た
に
發

表
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
、關
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
再
度
檢
討
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　
「
全
１
」
と
書
か
れ
る
「
百
」
字
に
つ
い
て

戰
國
文
字
の
「
百
」
は
、
甲
骨
文
字
や
西
周
金
文
の
寫
法
を
踏
襲
し
て
い
る
と

同
時
に
、
一
種
の
特
殊
な
字
形
も
出
現
し
て
お
り
、
そ
れ
は
秦
漢
以
來
の
「
全
」

字
の
寫
法
と
非
常
に
似
て
い
る（

4
）。
以
下
、
便
宜
上
、
こ
の
種
の
「
百
」
の
新
字

形
を
「
全
1
」
と
表
示
す
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、「
全
1
」
は
主
に
戰
國
時

代
の
貨
幣
文
字
、
特
に
三
晉
（
趙
・
魏
・
韓
）
の
貨
幣
銘
文
の
中
に
よ
く
見
ら
れ

る
（
以
下
、『
中
國
歷
代
貨
幣
大
系
1
（
先
秦
貨
幣
）』（
汪
慶
正
主
編
・
馬
承
源

審
校
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
を
『
貨
系
』
と
畧
す
）。

戰
國
文
字
と
傳
世
文
獻
に
見
え
る
「
文
字
異
形
」
に
つ
い
て

―
「
百
」
字
を
例
と
し
て

―

曹　
　
　
　
　

方　
　

向
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二
二

（
1
）『
貨
系
』1222　
　
　
　
（
2
）『
貨
系
』1348　
　
　
　
（
3
）『
貨
系
』1355

例
え
ば
（
1
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
銳
角
布
」
で
あ
り
、
一
般
的
に
戰
國
早
期
か

ら
中
期
ま
で
に
韓
が
使
用
し
た
貨
幣
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
銘
文
の

內
容
は
依
然
と
し
て
確
定
し
て
い
な
い
が
、
通
常
は
「
百
涅
」
と
釋
讀
さ
れ
て
い

る
。
例
（
2
）
と
（
3
）
は
、
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
橋
形
布
」
で
あ
り
、
一
般

的
に
戰
國
中
晩
期
に
魏
が
使
用
し
た
貨
幣
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。（
2
）

の
銘
文
は
通
常
、「
梁
重
釿
百
當

」
あ
る
い
は
「
梁
亢
釿
百
當

」
と
、（
3
）

は
「
梁
正
幣
百
當

」
あ
る
い
は
「
梁
整
幣
百
當

」
と
釋
讀
さ
れ
て
い
る
。
冒

頭
の
「
梁
」
は
、
梁
の
惠
王
の
遷
都
以
後
の
魏
の
都
城
を
指
し
、「
大
梁
」
と
も

稱
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
百
」
は
す
べ
て
「
全
1
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

王
毓
銓
氏
や
林
巳
奈
夫
氏
ら
が
（
2
）・（
3
）
の
よ
う
な
貨
幣
の
實
際
の
重
さ

を
測
り
、そ
の
銘
文
に
見
え
る
「
釿
」
と
「

」
の
關
係
に
つ
い
て
硏
究
し
た
際
、

「
全
1
當

」（
全
1
枚
は
一

に
當
た
る
）
の
貨
幣
は
お
お
よ
そ
「
五
十
當

」

（
五
十
枚
は
一

に
當
た
る
）
の
貨
幣
の
重
さ
の
半
分
で
あ
る
こ
と
を
發
見
し
た
。

そ
し
て
林
氏
は
、「
全
1
」
は
「
百
」
の
意
味
で
あ
る
と
明
確
に
指
摘
し
た
。
當

時
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
林
氏
は
「
全
1
」
を
「
金
」
と
釋
讀
し
て
い
る
。「
金
」

に
は
「
百
」
の
意
味
が
な
い
こ
と
か
ら
、
林
氏
は
「
金
」
は
別
の
何
か
の
文
字
の

通
假
字
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る（

5
）。
こ
れ
は
初
め
て
戰
國
文
字
の
「
全
1
」

に
「
百
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
、

河
北
省
平
山
中
山
王
銅
器
銘
文
が
發
表
さ
れ
た
際
、
さ
ら
に
一
步
進
ん
で
、「
全

1
」
自
體
に
「
百
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た（

6
）。

「
全
1
」
の
字
形
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
異
な
る
解
釋
が
あ
る
。
例
え
ば
、
李

學
勤
氏
は
「
害
」
の
省
畧
體
で
あ
る
と
し
、
張
政

氏
は
「
百
」
が
倒
れ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
湯
餘
惠
氏
は
「
白
」
の
繁
體
の
異
體
字
で
あ
る
と
見
な

し
て
い
る（

7
）。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、「
全
1
」
の
字
形
の
構
成
と
來
源
に
つ
い
て

は
定
說
が
な
い
が
、「
全
1
」
が
「
百
」
の
意
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に

共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て
見
る
と
、
戰
國
時
代
に
、
三
晉
な
ど
の
地
で
は
こ
の

「
全
1
」
の
字
形
が
使
用
さ
れ
續
け
て
い
る
。
こ
の
字
形
は
貨
幣
文
字
に
出
現
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
長
篇
の
文
章
（
中
山
王
銅
器
銘
文
）
の
中
に
も
出
現
し
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
筆
者
は
以
前
、
傳
世
文
獻
中
の
疑
似
用
例
に
つ
い
て
檢
討
し

た
こ
と
が
あ
る
。

第
二
章　

  

傳
世
文
獻
に
見
え
る
「
全
１
」
の
疑
似
用
例
に
つ

い
て

『
呂
氏
春
秋
』
愼
勢
に
「
湯
其
無
郼
、武
其
無
岐
、賢
雖
十
全
、不
能
成
功
。
湯
・

武
之
賢
而
猶
藉
乎
勢
、
又
況
不
及
湯
・
武
者
乎
（
湯
其
れ
郼
無
く
、
武
其
れ
岐
無

く
ん
ば
、
賢 

十
全
と
雖
も
、
功
を
成
す
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん
。
湯
・
武
の
賢
に
し

て
猶
ほ
勢
に
藉か

る
、
又
た
況い
わ
んん
や
湯
・
武
に
及
ば
ざ
る
者
を
や
）。」
と
、
そ
の
高

誘
注
に
「
郼
・
岐
、
湯
・
武
之
本
國
。
假
令
無
之
、
賢
雖
十
倍
、
不
能
以
成
功
業

（
郼
・
岐
は
、
湯
・
武
の
本
國
な
り
。
假た
と
い令
之
無
き
も
、
賢 

十
倍
と
雖
も
、
以
て
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功
業
を
成
す
こ
と
能
わ
ず
）。」
と
あ
る（

8
）。
筆
者
は
か
つ
て
試
み
に
こ
の
「
十
全
」

を
「
十
百
」
と
校
訂
し
た（

9
）。
當
時
は
主
に
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

一
つ
は
、
比
較
的
早
い
時
代
の
文
獻
の
中
で
は
、
德
行
・
才
能
な
ど
が
完
美
で

あ
る
こ
と
を
形
容
す
る
際
に
、し
ば
し
ば
「
全
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
十
全
」

を
使
用
し
て
い
る
用
例
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
秦
か
ら
前
漢
初
期
に
至

る
ま
で
、古
書
の
中
の
「
十
全
」
は
現
代
漢
語
の
「
百
分
之
百
」（
百
パ
ー
セ
ン
ト
）

の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、「
百
全
」「
万
全
」
と
い
う
語
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
現
在

の
俗
語
で
言
う「
万
無
一
失
」（
万
に
一
の
失
敗
も
な
い
）の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
の
「
十
全
之
賢
」
を
「
十
全
十
美
之
賢
德
」（
完
璧
の
賢
德
で
あ
る
）

と
解
釋
し
て
い
る
の
は
、「
盡
善
」「
盡
美
」
な
ど
の
言
い
方
の
影
響
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
實
際
、
先
秦
か
ら
前
漢
ま
で
、「
十
全
」
に
は
こ
の

よ
う
な
用
法
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
高
誘
注
に
よ
っ
て
理
解
す
れ
ば
、
文
章
の

意
味
は
非
常
に
明
瞭
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
誘
注
は
、「
も
し
殷
の
湯
王
が
郼

を
據
点
と
せ
ず
、
周
の
武
王
が
岐
を
據
点
と
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
十
倍

の
賢
德
が
あ
っ
て
も
成
功
し
が
た
い
。」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
君
主
の
賢
德

と
國
土
の
面
積
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
類
似
の
表
現
は
古
書

に
多
く
あ
り
、
例
え
ば
『
孟
子
』
離
婁
篇
・『
戰
國
策
』
趙
策
・『
說
苑
』
正
諫
・『
淮

南
子
』
氾
論
な
ど
に
見
え
る
。

高
誘
の
注
釋
は
妥
當
で
あ
る
が
、古
代
漢
語
で
は
、「
全
」
に
は
も
と
も
と
「
倍
」

の
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
、筆
者
は
原
文
の
「
全
」
を
「
全
1
」、す
な
わ
ち
「
百
」

の
一
種
の
六
國
古
文
の
寫
法
と
見
な
し
た
。
本
文
の
「
十
全
」
は
ま
さ
に
「
十
百
」

で
あ
り
、
つ
ま
り
現
代
漢
語
で
言
う
十
倍
・
百
倍
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
は
秦
朝
建
立
の
直
前
に
編
纂
さ
れ
、
雜
家
の
代
表
的
な
書
物
と

し
て
後
世
に
流
傳
し
、ま
た
散
佚
の
問
題
が
な
か
っ
た
。
呂
不
韋
は
無
論
の
こ
と
、

呂
氏
の
門
客
の
中
に
は
六
國
出
身
の
者
も
い
る
。呂
氏
門
下
の
晉
人
に
つ
い
て
は
、

『
史
記
』秦
始
皇
本
紀（
始
皇
帝
十
二
年
）な
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の「
十

全
」
は
原
書
が
編
纂
・
抄
寫
さ
れ
た
際
に
た
ま
た
ま
六
國
「
古
文
」
が
使
用
さ
れ
、

そ
の
後
、「
今
文
」（
秦
漢
隸
書
）
に
基
づ
い
て
「
全
1
」
に
書
か
れ
、「
全
」
字

と
混
同
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
緇
」
の
字
は
、
戰
國
竹
書
は
「

」

に
作
り
（
上
博
楚
簡
『
緇
衣
』
第
一
簡
）、
秦
漢
以
降
の
「
純
」
の
寫
法
と
近
い
。

ゆ
え
に
鄭
玄
は
『
周
禮
』
地
官
・
媒
氏
の
「
純
帛
」、お
よ
び
『
禮
記
』
玉
藻
の
「
純

組
綬
」
の
注
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
「
純
」
は
「
緇
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る

と
指
摘
し
、
ま
た
「
緇
」
の
古
文
は
「
絲
旁
才
」（
糸
偏
に
音
符
と
し
て
才
を
加

え
る
）
で
あ
り
、「
純
」
と
混
同
さ
れ
や
す
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
漢
代
に
は
「

」
は
「
純
」
と
誤
寫
さ
れ
て
お
り
、「
全
1
」
が
「
全
」
と
誤
寫
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
類
似
し
、こ
れ
は
戰
國
時
代
の
「
古
文
異
形
」
が
隸
書
・
楷
書
の
段
階
に
殘
っ

た
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
。

以
上
、『
呂
氏
春
秋
』
の
「
十
全
」
の
檢
討
に
つ
い
て
補
足
し
つ
つ
振
り
返
っ
た
。

當
時
、
論
證
中
に
直
面
し
た
最
大
の
問
題
は
、
出
土
戰
國
書
籍
中
に
「
全
1
」
の

用
例
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戰
國
竹
書

の
中
に
は
齊
・
魯
・
三
晉
か
ら
楚
に
傳
來
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら

ず
あ
っ
た
。
書
籍
中
に
は
「
百
」
字
が
常
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
全
1
」
と
書
か

れ
て
い
る
も
の
は
一
例
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
幸
い
に
も
、
近
年
、
淸
華
簡
『
良

臣
』
が
發
表
さ
れ
、
楚
地
に
流
傳
し
た
書
籍
の
中
に
「
全
1
」
の
實
例
が
あ
る
こ

と
が
初
め
て
判
明
し
た
。
以
下
、
淸
華
簡
の
新
資
料
を
用
い
て
「
全
1
」
に
關
す

る
考
察
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
た
い
。
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國
竹
書
に
見
え
る
「
全
１
」
の
實
例

淸
華
簡
第
三
分
册
の
『
良
臣
』
第
八
簡
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
史
全
1
」
と

い
う
西
周
晩
期
の
人
物
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
字
形
は
、圖
（
4
）
參
照
）。

鄭
桓
公
與
周
之
遺
老
、
史
全
（
伯
）・
宦
仲
・

叔
・
杜
伯
、
後
出
邦
。

整
理
者
は
、
そ
の
「
全
1
」
は
「
百
」
で
あ
り
、「
史
全
1
」
と
は
「
史
伯
」、

す
な
わ
ち
『
漢
書
』
古
今
人
表
に
中
上
等
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
西
周
末
年
の
人

物
「
太
史
伯
陽
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（
10
）。

簡
文
で
は
、
こ
の
史
伯
を
「
周
之
遺
老
」
と
稱
し
て
い
る
。『
國
語
』
周
語
上

や
『
史
記
』
周
本
紀
な
ど
で
は
、
西
周
の
太
史
伯
陽
は
西
周
滅
亡
を
豫
言
し
て
い

る
。
西
周
滅
亡
後
、「
史
伯
」
は
當
然
、「
周
之
遺
老
」
で
あ
る
。
ま
た
、『
史
記
』

鄭
世
家
に
は
、
西
周
の
「
太
史
伯
」
と
鄭
の
桓
公
が
鄭
國
封
建
の
問
題
に
つ
い
て

議
論
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。『
國
語
』
鄭
語
に
も
、
次
の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
。

（
鄭
）
桓
公
爲
司
徒
、
甚
得
周
衆
與
東
土
之
人
。
問
於
史
伯
曰
、「
王
室
多
故
、

余
懼
及
焉
。
其
何
所
可
以
逃
死
。」

（（
鄭
）
桓
公 

司
徒
と
爲
り
、
甚
だ
周
の
衆
と
東
土
の
人
と
を
得
た
り
。
史

伯
に
問
ひ
て
曰
く
、「
王
室 

故こ
と

多
く
、
余わ
れ 

及
ば
ん
こ
と
を
懼お
そ

る
。
其
れ
何い
ず
こ所

か
以
て
死
を
逃
る
べ
き
」
と
。）

こ
れ
に
よ
る
と
、鄭
の
桓
公
の
最
初
の
封
地
は
關
中
に
あ
り（
11
）、後
に
東
遷
し
て
「
濟

洛
河
潁
之
閒
」
に
至
っ
て
お
り
、
史
伯
の
提
案
を
採
用
し
て
い
る
。
簡
文
で
は
す

で
に
「
史
百
」
と
鄭
の
桓
公
の
「
出
封
」
と
は
關
係
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、

具
體
的
に
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
鄭
の
桓
公
が
そ
の
提
案
を
採
用
し
、
封
地
を
關

東
に
移
し
、
宗
周
地
區
の
動
亂
を
避
け
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

總
合
し
て
見
る
と
、
整
理
者
が
「
史
全
1
」
を
「
太
史
伯
」
と
見
な
し
て
い
る
の

は
、
完
全
に
信
用
で
き
る
。

現
在
、
出
土
戰
國
竹
書
の
中
に
は
「
人
」
に
從
い
「
白
」
に
從
う
「
伯
」
の
字

は
な
く
、
主
に
「
白
」
と
書
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
晉
地
區
の
「
全

1
」
は
、
時
に
は
「
伯
」
を
表
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
趙
の
貨
幣
銘

文
中
の
地
名
「
全
1
陽
」
は
、『
史
記
』
趙
世
家
に
記
す
と
こ
ろ
の
「
伯
陽
」
で

あ
り（
12
）、『
括
地
志
』
は
相
州

縣
の
西
部
、
す
な
わ
ち
今
の
河
南
省
安
陽
市
の
西

北
に
あ
る
と
言
う
。
趙
世
家
の
「
伯
陽
」
は
、
あ
る
版
本
で
は
「
伯
」
は
「
柏
」

に
作
る（
13
）。
そ
の
地
名
は
、
後
世
、「
碧
陽
」
と
も
稱
さ
れ
る
。「
柏
」「
碧
」
は
す

べ
て
「
白
」
聲
に
從
う
。
ま
た
、例
え
ば
、「
十
百
」
は
「
什
伯
」
と
も
書
か
れ
る
。

王
弼
注
本
『
老
子
』
第
八
十
章
に
は
「
小
國
寡
民
。
使
有
什
伯
之
器
而
不
用
、
使

民
重
死
而
不
遠
徙
（
小
國
寡
民
、
什
伯
の
器
有
り
て
用
ひ
ざ
ら
し
め
、
民
を
し
て

死
を
重
ん
じ
て
遠
く
徙
ら
ざ
ら
し
む
）。」
と
あ
り
、
そ
の
中
の
「
什
伯
」
は
、
馬

王
堆
漢
墓
帛
書
『
老
子
』
の
甲
本
・
乙
本
で
は
「
十
百
」、
北
京
大
學
藏
西
漢
竹

書
『
老
子
』
で
は
「
什
佰
」
に
作
る（
14
）。
こ
れ
ら
の
文
獻
の
時
代
に
つ
い
て
は
、

馬
王
堆
帛
書
の
甲
本
が
最
も
早
く
、
北
大
漢
簡
本
は
そ
れ
よ
り
や
や
遲
く
、
王
弼

注
本
は
最
も
遲
い
。
そ
の
字
形
に
つ
い
て
は
、「
百
」
が
最
も
早
く
、「
佰
」
は
や

や
遲
く
、「
伯
」
が
最
も
遲
い
。
つ
ま
り
「
史
百
」
が
「
史
伯
」
と
書
か
れ
て
い
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た
時
代
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
早
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
15
）。

ま
た
、『
良
臣
』
第
十
簡
は
鄭
の
子
產
の
「
輔
」
を
列
擧
し
、
そ
の
中
に
「
王

子
全
」
と
い
う
者
が
い
る
（
字
形
は
、
圖
（
5
）
參
照
）。
整
理
者
の
注
釋
で
は
、

こ
の
「
全
」
も
「
全
1
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
「
百
」
と
釋
讀
し
、「
王
子
百
也

應
是
王
子
氏
，
未
見
於
傳
世
文
獻
（
王
子
百
も
王
子
氏
と
考
え
ら
れ
る
が
、
傳
世

文
獻
に
は
見
ら
れ
な
い
）」
と
述
べ
て
い
る（
16
）。『
左
傳
』
に
は
、「
王
子
伯
廖
」「
王

子
伯
騈
」
と
い
っ
た
名
が
見
え
る
。『
良
臣
』
第
九
簡
・
第
十
簡
に
は
ま
た
子
產

の
「
師
」
で
あ
る
「
王
子
伯
願
」
と
い
う
人
物
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
王
子
百
」

は
傳
世
文
獻
に
は
見
ら
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、楚
文
字
の
「
全
」

は
「　
・　
」
と
書
か
れ
、「
全
1
」
と
は
同
じ
で
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
箇
所

も
「
王
子
全
」
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。『
良
臣
』
の
「
全
1
」
の
寫
法
を
根
據
に

見
る
と
、
整
理
者
の
「
王
子
百
」
に
對
す
る
解
釋
は
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。（

4
）　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
17
）　

　
（
5
）　

本
篇
の
第
四
簡
に
は
周
の
武
王
の
臣
下
と
し
て
「
君
奭
」
と
い
う
人
物
が
見
え
、

「
奭
」
は
「

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
戰
國
文
字
（
傳
抄
古
文
も
含
む
）
に
見
え

る
「
奭
」
の
字
形
を
ま
と
め
る
と
、【
表
1
】
の
通
り
で
あ
る
。

【
表
1
】

郭
店
『
緇
衣
』

上
博
『
緇
衣
』

郭
店『
成
之
聞
之
』
八
年
呂
不
韋
戈（
18
）

『
汗
簡
』
古
文

「
奭
」

（
模
寫　
　
　
　

）

郭
店
楚
簡
『
緇
衣
』
は
典
型
的
な
楚
文
字
で
あ
り
、
上
博
楚
簡
『
緇
衣
』
や
郭

店
楚
簡
『
成
之
聞
之
』
は
齊
魯
文
字
の
風
格
が
多
く
見
ら
れ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
る（
19
）。
そ
し
て
、
戰
國
中
晩
期
に
は
、「
奭
」
は
、
秦
・
楚
で
は
習
慣
と
し
て
「
百
」

に
從
っ
て
書
か
れ
、
三
晉
で
は
「
全
1
」
に
從
っ
て
書
か
れ
、
齊
魯
で
は
習
慣
と

し
て
「
目
」
に
從
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。「
全
1
」
と
比
べ
る
と
、『
良
臣
』
の
「
奭
」

字
が
從
う
と
こ
ろ
の
「
全
1
」
に
は
中
閒
に
長
い
横
棒
が
な
く
、楚
文
字
の
「
全
」

の
寫
法
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
底
本
の
ま
ま
に
書
き
寫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
い
は
底
本
が
も
と
も
と
「
全
1
」
に
作
っ
て
お
り
、
抄
寫

が
正
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。「
奭
」
の
寫
法
も
「
全
1
」
が

齊
魯
・
秦
・
楚
の
慣
用
の
字
形
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

淸
華
簡
の
整
理
者
や
他
の
硏
究
者
の
多
く
は
、『
良
臣
』
は
楚
以
外
の
諸
侯
國
、

特
に
三
晉
地
方
か
ら
傳
來
し
た
文
獻
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る（
20
）。

字
形
か
ら
見
る
と
、
あ
る
學
者
は
、
三
晉
の
韓
と
の
關
係
が
最
も
密
接
で
あ
る
と



戰
國
文
字
と
傳
世
文
獻
に
見
え
る
「
文
字
異
形
」
に
つ
い
て

二
六

見
な
し
て
い
る
。
內
容
か
ら
分
析
す
る
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
周
代
の
人
物
は
鄭

と
關
係
す
る
者
が
最
も
多
い
。
東
周
時
代
、
鄭
は
最
終
的
に
韓
に
併
呑
さ
れ
た
。

戰
國
時
代
の
兵
器
の
銘
文
に
も
そ
の
實
證
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
韓
は
か
つ
て
自

ら
「
鄭
」
と
稱
し
て
い
る（
21
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
良
臣
』
は
韓
か
ら
傳
來
し
た
文

獻
で
あ
り
、
底
本
は
韓
の
古
文
を
用
い
て
書
寫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
と
言
え
よ
う
。

『
良
臣
』
は
司
法
・
行
政
文
書
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
さ
ら
に
卜
筮
・
喪
葬

文
書
で
も
な
く
、
一
種
の
古
書
で
あ
る
（
四
部
分
類
法
に
よ
る
と
、
史
部
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
）。
本
篇
中
の
「
全
1
」
の
用
例
は
、
三
晉
文
字
が
か
つ
て
楚

の
領
域
內
に
流
傳
し
た
書
籍
の
用
字
に
影
響
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
直
接
證
明
し

て
お
り
、
秦
で
編
纂
さ
れ
た
『
呂
氏
春
秋
』
の
中
に
三
晉
文
字
の
特
殊
な
字
形
が

存
在
す
る
と
い
う
筆
者
の
推
測
に
對
し
て
、有
力
な
論
據
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章　
『
路
史
』
中
の
疑
似
「
全
１
」
に
つ
い
て
の
檢
討

前
述
の
通
り
、傳
世
文
獻
と
出
土
文
獻
の
中
に
は
、「
全
1
」
と
書
か
れ
る
「
百
」

が
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、『
路
史
』
陶
唐
氏
紀
の
「
以
通
刀
布
」
の
部
分
、
す
な

わ
ち
「
堯
布
文
作
上
十
全

…
…
詳
董
譜
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
。「
全
」
の
下

の
文
字
に
つ
い
て
は
、『
錢
錄
』
は
こ
れ
を
引
用
し
て
「

」
に
作
り
、「
子
」
の

字
が
倒
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る（
22
）。『
董
譜
』
と
い
う
書
物

は
早
く
に
失
わ
れ
て
傳
わ
ら
な
い
が
、
宋
代
以
來
の
そ
の
他
の
錢
幣
學
の
著
作
か

ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
い
わ
ゆ
る
「
堯
布
」
と
は
、
現
在
言
う
と
こ
ろ
の
戰
國
時

代
の
「
布
幣
」（
金
屬
貨
幣
の
一
つ
）
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
洪
亮
吉

ら
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
（
當
時
の
習
慣
に
よ
っ
て
、洪
氏
は
「
全
1
」
を
「
金
」

と
釋
讀
し
て
い
る
）。
筆
者
は
拙
稿
「《
呂
氏
春
秋
・
愼
勢
》「
十
全
」
校
釋
」
に

お
い
て
、
こ
の
「
全
」
は
「
全
1
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、「
百
」
と
改
め
て

讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た（
23
）。
現
在
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
考
え
に
は
修

正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

『
路
史
』が
引
用
す
る
貨
幣
文
字
は
、參
考
に
で
き
る
圖
版
が
缺
乏
し
て
い
る（
拓

本
や
模
寫
も
な
い
）
こ
と
か
ら
、
確
定
が
難
し
い
。『
錢
錄
』
の
附
圖
は
例
（
6
）

で
あ
り
、
貨
幣
上
の
文
字
を
模
寫
し
た
も
の
は
な
く
、
直
接
楷
書
で
釋
文
を
書
い

て
い
る
。（
6
）の
こ
の
種
の
模
寫
に
つ
い
て
は
、そ
の
來
源
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

【『
錢
錄
』
の
模
寫
】

（
6
）　
　
　
　
　
　
　
（
7
）　
　
　
　
　
　
　
（
8
）　
　

【『
貨
系
』
の
拓
本
】

（
9
）　
　
　
　
　
　
　
（
10
）　
　
　
　
　
　
　
（
11
）　
　

た
だ
し
、（
7
）
と
（
10
）
す
な
わ
ち
『
貨
系
』1355

と
の
閒
の
字
形
の
差
異

を
通
し
て
、『
路
史
』
が
引
用
す
る
『
錢
譜
』
の
戰
國
貨
幣
文
字
は
、
例
（
9
）

す
な
わ
ち
『
貨
系
』1799

の
「
平
陰
」
の
誤
讀
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
左
側

の
「
陰
」
字
は
古
文
で
は
「
金
」
聲
に
從
い
、
こ
れ
は
戰
國
文
字
に
よ
く
見
ら
れ
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る
通
假
で
あ
る
。「
全
1
」
と
書
か
れ
る
「
金
」
字
の
偏
旁
は
、
晉
系
文
字
に
見

ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
燕
の
貨
幣
銘
文
中
に
も
見
ら
れ
る
（
そ
の
例
は
、
後
文
の

【
表
2
】
參
照
）。（
9
）
の
左
側
の
「
金
」
偏
は
「
全
」
字
で
あ
る
可
能
性
が
非

常
に
高
い
。「
十
」
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、「
阜
」
字
の
偏
（
阝
）
の
誤
認
で
あ

ろ
う
。
右
側
の
文
字
は
頭
頂
部
の
横
棒
は
見
落
と
さ
れ
て
お
り
、「

」
あ
る
い

は
「

」
と
も
非
常
に
近
い
た
め
に
、「
十
全

（
或

）」
と
い
う
釋
讀
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
（
8
）
は
、
例
（
11
）
す
な
わ
ち
『
貨
系
』1272

の
よ

う
な
貨
幣
の
模
寫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
後
者
の
銘
文
は
現
在
、
一
般
的
に
「
安

邑
二
釿
」
と
釋
讀
さ
れ
て
い
る
。「
二
釿
」
が
『
錢
錄
』
中
で
「
二
斤
全
」
と
釋

讀
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
「
全
1
」
の
偏
旁
が
あ
る
字
を
、
分
解
し
て
二
つ

の
字
と
し
て
釋
讀
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
陰
」
字
が
分
解
さ
れ
て
「
十
全
」
の
二

字
に
誤
認
さ
れ
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。

總
じ
て
言
う
と
、『
路
史
』
が
引
用
す
る
戰
國
貨
幣
文
字
の
「
十
全
」
の
「
全
」

は
、「
全
1
」
と
書
か
れ
た
「
金
」
字
の
偏
旁
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
十
全

（
或
い
は

）」
は
、「
平
陰
」
の
二
字
の
誤
讀
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。お

わ
り
に

「
百
」
を
「
全
1
」
と
書
く
も
の
で
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
最
も
早
い
例
は
、

春
秋
戰
國
時
代
の
王
畿
（
今
の
河
南
省
洛
陽
市
を
中
心
と
す
る
地
方
）
と
晉
の
西

南
（
今
の
山
西
省
西
南
部
）
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
韓
の
貨
幣
文
字
（
す
な
わ
ち

上
述
の
戰
國
早
期
か
ら
中
期
ま
で
に
韓
で
流
通
し
て
い
た
銳
角
布
の
銘
文
「
百

涅
」）
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
晉
系
文
字
」
で
あ
る（
24
）。
韓
・
魏
・

趙
の
他
に
は
、
中
山
國
の
靑
銅
器
銘
文
の
中
に
も
用
例
が
あ
る
。
主
な
原
因
は
、

中
山
國
は
三
晉
の
政
治
・
經
濟
・
文
化
交
流
と
密
接
に
關
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

「
全
1
」
の
寫
法
の
影
響
も
比
較
的
大
き
い
。
戰
國
時
代
に
中
山
國
は
相
次
い
で

三
晉
の
魏
・
趙
の
兩
國
に
統
治
さ
れ
、
三
晉
文
化
を
直
接
受
け
入
れ
て
お
り（
25
）、

彼
ら
が
「
全
1
」
を
受
容
し
た
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

齊
の
刀
幣
銘
文
の
中
に
も
「
全
1
」
と
書
か
れ
る
「
百
」
が
あ
る
。
こ
の
種
の

銘
文
は
一
般
的
に
刀
幣
の
背
面
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
表
面
の
銘
文
は
し
ば
し

ば
「
齊
大
刀
」
で
あ
る
。
こ
の
種
の
刀
幣
の
鑄
造
年
代
は
戰
國
晩
期
で
あ
り（
26
）、

三
晉
地
區
で
「
全
1
」
を
初
め
て
使
用
し
た
時
期
よ
り
か
な
り
遲
い
。
齊
と
趙
・

中
山
國
と
は
近
鄰
で
あ
り
、
往
來
も
多
く
、
齊
系
文
字
中
に
「
全
1
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
は
、
三
晉
か
ら
傳
來
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、「
金
」
字
も
「
全
1
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
周
の
空
首

布
の
銘
文
に
初
め
て
見
え
、
晉
が
三
家
に
分
か
れ
た
後
も
、
み
な
こ
の
寫
法
を
踏

襲
し
た
。
ま
た
、
三
晉
の
擴
張
・
遷
移
の
中
で
、
し
だ
い
に
そ
の
他
の
地
域
ま
で

影
響
を
與
え
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
趙
の
近
鄰
で
あ
る
燕
で
は
、
晩
期
の
刀
幣
銘

文
の
「
外

」
の
「

」
に
つ
い
て（
27
）、
以
下
の
【
表
2
】
の
よ
う
な
二
種
の
寫

法
が
見
え
る
。



戰
國
文
字
と
傳
世
文
獻
に
見
え
る
「
文
字
異
形
」
に
つ
い
て

二
八

【
表
2
】

從
「
全
1
」

從
「
金
」

　
　
　
　
　
　
　
（『
貨
系
』3019

）

　
　
　
　
　
　
　
（『
貨
系
』3035

）

　
　
　
　
　
　
　
（『
貨
系
』3018

）

　
　
　
　
　
　
　
（『
貨
系
』3032

）

當
然
、
こ
の
種
の
現
象
と
三
晉
文
字
に
見
え
る
「
金
」
字
の
偏
旁
と
は
同
じ
で

は
な
い
。
燕
系
文
字
の
中
で
は
、「
全
1
」
と
書
か
れ
る
「
金
」
字
の
偏
旁
は
音

を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
三
晉
文
字
の
中
で
、
例
え
ば
前
掲
の
例

（
9
）
の
「
陰
」
と
釋
讀
さ
れ
て
い
る
字
は
、
明
ら
か
に
「
金
」
を
音
符
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
燕
系
文
字
に
も
「
全
1
」
を
全
面
的
に
受
容
し
て
い
る
も
の
が
な

い
こ
と
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

楚
・
秦
な
ど
の
地
で
は
、「
全
1
」
の
受
容
の
程
度
が
一
層
低
い
。
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
、
非
書
籍
類
の
楚
系
・
秦
系
文
字
資
料
の
中
に
こ
の
よ
う
な
字
形
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。

春
秋
戰
國
時
代
の
各
諸
侯
國
が
書
籍
中
に
こ
の
種
の
字
形
を
使
用
し
て
い
た
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
斷
言
し
が
た
い
。
し
か
し
、

「
奭
」
字
が
從
う
と
こ
ろ
の
「
百
」
字
の
偏
旁
の
寫
法
か
ら
見
れ
ば
、
燕
や
齊
な

ど
の
地
の
書
籍
中
に
「
全
1
」
を
大
規
模
に
使
用
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
お

そ
ら
く
高
く
な
い
。

「
全
1
」
の
流
傳
の
狀
況
か
ら
見
れ
ば
、こ
の
種
の
非
常
に
特
殊
な
古
文
の
「
異

形
」
に
つ
い
て
、
秦
・
楚
兩
地
は
明
ら
か
に
影
響
を
受
け
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、

燕
・
齊
諸
國
で
も
長
い
時
を
經
て
受
容
し
、
そ
の
受
容
の
程
度
も
高
く
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
な
ぜ
秦
王
朝
が
短
期
閒
に
六
國
古
文
を
廢
除
で
き
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
解
明
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
淸
華
簡
『
良
臣
』
の
よ
う

な
實
例
が
あ
っ
て
も
、
秦
・
楚
な
ど
の
地
の
出
土
書
籍
簡
中
に
大
量
に
「
全
1
」

の
字
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
推
測
す
る
の
は
難
し
い
。『
路
史
』

の
「
全
1
」
は
完
全
に
文
字
の
誤
讀
で
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
の
例
は
、
た
と
え

確
實
に
「
全
1
」
と
書
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
た
だ
六
國
文
字
の
影
響
を
受

け
て
出
現
し
た
特
殊
な
狀
況
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

現
在
の
問
題
は
、
晉
系
文
字
の
「
全
1
」
の
字
形
の
來
源
（
造
字
の
根
據
）
は

何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
明
確
な
答
え
を
出

し
が
た
い
。
ま
た
、「
金
」
字
の
偏
旁
と
「
百
」
は
す
べ
て
「
全
1
」
と
書
か
れ

る
が
、
ど
ち
ら
の
寫
法
が
先
に
出
現
し
た
の
か
、
兩
者
に
は
ど
の
よ
う
な
繫
が
り

が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
硏
究
を
進
め
て
い
き
た
い（
28
）。

注（1
）
朱
德
熙
「
秦
始
皇
「
書
同
文
字
」
的
歷
史
作
用
」（
も
と
『
文
物
』
一
九
七
三
年
第

一
一
期
、
こ
こ
で
は
同
著
者
の
『
朱
德
熙
文
集
』
第
五
巻
（
商
務
印
書
館
、
一
九
九
九

年
九
月
、
七
三
〜
八
二
頁
）
に
よ
る
）、
裘
錫
圭
『
文
字
學
槪
要
』（
商
務
印
書
館
、

二
〇
一
二
年
、
五
七
頁
）。

（
2
）
李
學
勤
「
秦
簡
的
古
文
字
學
考
察
」、
中
華
書
局
編
輯
部
『
雲
夢
秦
簡
硏
究
』
收
錄
、

中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
七
月
、
三
四
〇
頁
。
湖
南
省
博
物
館
・
復
旦
大
學
出
土
文
獻

與
古
文
字
硏
究
中
心
『
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
簡
帛
集
成
（
伍
）』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四

年
六
月
、
六
六
頁
。
趙
平
安
『
隸
變
硏
究
』、
河
北
大
學
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、

一
五
〜
一
八
頁
。
周
波
『
戰
國
時
代
各
系
文
字
閒
的
用
字
差
異
現
象
硏
究
』、
復
旦
大



二
九

漢
字
學
硏
究　

第
四
號

學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年
四
月
。

（
3
）
王
國
維
「
史
籀
篇
疏
證
序
」・「
桐
郷
徐
氏
印
譜
序
」・「
戰
國
時
秦
用
籀
文
六
國
用

古
文
說
」（『
觀
堂
集
林
』
第
五
巻
・
第
六
巻
・
第
七
巻
）
參
照
。
漢
代
の
學
者
が
言
う

と
こ
ろ
の
「
古
文
」
に
つ
い
て
は
、
張
富
海
『
漢
人
所
謂
古
文
之
硏
究
』（
綫
装
書
局
、

二
〇
〇
七
年
五
月
）
參
照
。

（
4
）
何
琳
儀
『
戰
國
古
文
字
典
―
戰
國
文
字
聲
系
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、

六
〇
三
〜
六
〇
四
頁
。
吳
良
寶
『
先
秦
貨
幣
文
字
編
』、
福
建
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
三
月
、
四
八
〜
四
九
頁
。

（
5
）
林
巳
奈
夫
「
戰
國
時
代
の
重
量
單
位
」、『
史
林
』
第
五
一
巻
第
二
號
、一
九
六
八
年
、

一
〇
九
〜
一
三
一
頁
。
王
毓
銓
氏
の
見
解
は
彼
の
著
作
『
我
國
古
代
貨
幣
的
起
源
和
發

展
』
に
見
え
、
林
氏
の
文
中
に
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
修
訂
本
が
あ
り

（『
中
國
古
代
貨
幣
的
起
源
和
發
展
』、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
二
月
）、

ま
た
『
王
毓
銓
史
論
集
』
第
一
巻
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）
に
も
收
錄
さ
れ

て
い
る
。

（
6
）
河
北
省
文
物
管
理
處
「
河
北
省
平
山
縣
戰
國
時
期
中
山
國
墓
葬
發
掘
簡
報
」、『
文
物
』

一
九
七
九
年
第
一
期
、
五
頁
。
紹
介
に
よ
る
と
、
釋
文
・
執
筆
に
參
與
し
た
學
者
と
し

て
李
學
勤
氏
・
朱
德
熙
氏
・
裘
錫
圭
氏
・
張
頷
氏
・
商
承
祚
氏
が
い
る
。

（
7
）
李
學
勤
「
平
山
墓
葬
羣
與
中
山
國
的
文
化
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
一
期
、
三
八

頁
）、
張
政

「
中
山
國
胤
嗣

壺
釋
文
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
一
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
七
九
年
版
、
二
三
五
頁
）、
湯
餘
惠
「
關
於

字
的
再
探
討
」（『
古
文
字
硏
究
』

第
一
七
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
版
、
二
一
八
〜
二
三
二
頁
）
參
照
。

（
8
）
許
維

撰
、
梁
運
華
整
理
『
呂
氏
春
秋
集
釋
』
第
一
七
巻
「
愼
勢
」、
中
華
書
局
、

二
〇
一
〇
年
版
、
四
六
二
頁
。
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
釋
』、
學
林
出
版
社
、

一
九
八
四
年
版
、
一
一
〇
九
頁
・
一
一
一
五
頁
。

（
9
）
曹
方
向
「《
呂
氏
春
秋
・
愼
勢
》「
十
全
」
校
釋
」、『
古
籍
硏
究
』
第
五
七
―
五
八
巻
、

二
〇
一
三
年
。

（
10
）
李
學
勤
主
編
『
淸
華
大
學
藏
戰
國
楚
簡
（
參
）』（
中
西
書
局
、
二
〇
一
二
年
、

一
六
一
頁
注
四
三
）、
梁
玉
繩
『
史
記
漢
書
諸
表
訂
補
十
種
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二

年
、
六
三
一
頁
）
參
照
。

（
11
）
鄭
が
初
め
て
封
ぜ
ら
れ
た
具
體
的
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
學
者
の
閒
で
意
見
が
異

な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
關
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
の
主
題
と
は
あ
ま

り
關
係
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
細
は
割
愛
す
る
。

（
12
）
何
琳
儀
『
戰
國
古
文
字
典
―
戰
國
文
字
聲
系
』、
六
〇
四
頁
。

（
13
）
瀧
川
龜
太
郎
『
史
記
會
注
考
證
』、
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
二
年
、
六
八
八
頁
。

（
14
）
湖
南
省
博
物
館
・
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
「
老
子
甲
本
」、『
長

沙
馬
王
堆
漢
墓
簡
帛
集
成
（
肆
）』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
六
月
、
三
四
頁
。

（
15
）
こ
の
ほ
か
、
古
代
の
呼
稱
の
一
般
的
な
習
慣
に
よ
る
と
、「
太
史
」
は
職
位
で
あ
り
、

そ
の
後
ろ
に
名
や
字
を
續
け
る
。
そ
の
た
め
、「
史
伯
」
は
名
が
「
百
」
で
字
が
「
陽
」

で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
長
幼
の
順
序
の
「
伯
」
字
を
加
え
て
「
伯
陽
」
と
稱
し
、
職

名
を
加
え
て
「
太
史
伯
陽
」
と
稱
し
て
い
る
。
司
馬
遷
は
『
史
記
』
周
本
紀
に
お
い
て

『
國
語
』
周
語
の
「
伯
陽
父
」
を
改
め
て
「
太
史
伯
陽
」
と
し
、
鄭
世
家
で
は
『
國
語
』

鄭
語
の
「
史
伯
」
を
「
太
史
伯
」
と
し
て
お
り
、前
後
が
不
統
一
で
あ
り
、さ
ら
に
「
太

史
伯
」
の
呼
稱
自
體
に
も
問
題
が
あ
る
。
鄭
世
家
は
一
字
を
誤
脱
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
唐
宋
以
降
、「
太
史
伯
陽
」
の
名
は
「
穎
」、
字
は
「
碩
父
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、少
な
く
と
も
『
國
語
』
や
『
史
記
』
の
中
に
は
そ
の
論
據
が
見
つ
か
ら
ず
、

信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
16
）
李
學
勤
主
編
『
淸
華
大
學
藏
戰
國
楚
簡
（
參
）』、
中
西
書
局
、
二
〇
一
二
年
、

一
六
二
頁
注
五
六
。

（
17
）
二
字
の
中
閒
に
見
え
る
の
は
編
痕
で
あ
り
、
文
字
の
筆
劃
で
は
な
い
。

（
18
）
李
仲
操
「
八
年
呂
不
韋
戈
考
」、『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
一
二
期
。
銘
文
は
『
殷

周
金
文
集
成
』11395.1-2

に
收
錄
。
比
較
的
は
っ
き
り
と
し
た
器
物
の
形
と
銘
文
に

つ
い
て
は
、
吳
鎭
烽
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』
第
三
二
册
、
編
號17259

參

照
。

（
19
）
周
鳳
五
「
郭
店
竹
簡
的
形
式
特
徵
及
其
分
類
意
義
」、『
郭
店
楚
簡
國
際
學
術
硏
討

會
論
文
集
』、
湖
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
五
三
〜
六
三
頁
。
林
素
淸
「
郭

店
、
上
博
《
緇
衣
》
簡
之
比
較
―
兼
論
戰
國
文
字
的
國
別
問
題
」、『
新
出
土
文
獻
與
古

代
文
明
硏
究
』、
上
海
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、
八
三
〜
九
六
頁
。『
成
之
聞

之
』
に
つ
い
て
は
、
周
氏
は
そ
の
字
形
は
典
型
的
な
楚
文
字
で
は
な
く
、
魏
の
三
體
石

經
の
古
文
に
非
常
に
近
い
と
見
な
し
て
い
る
。
馮
勝
君
氏
は
、『
說
文
解
字
』
の
古
文

と
魏
の
三
體
石
經
の
古
文
と
は
、
い
ず
れ
も
齊
系
文
字
で
あ
る
と
明
確
に
指
摘
し
て
い

る
（『
郭
店
簡
與
上
博
簡
對
比
硏
究
』、
綫
装
書
局
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）。

（
20
）
劉
剛
「
淸
華
參
《
良
臣
》
爲
具
有
晉
系
文
字
風
格
的
抄
本
補
證
」、
復
旦
大
學
出
土

文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
。
楊
蒙
生
「
淸
華
（
參
）
良

臣
篇
管
見
」、『
深
圳
大
學
學
報
（
人
文
社
會
科
學
版
）』
二
〇
一
四
年
第
二
期
。
福
田

哲
之
「
戰
國
簡
牘
文
字
の
書
法
樣
式
に
關
す
る
試
論
―
淸
華
簡
『
良
臣
』・『
祝
辭
』
の

文
字
と
書
法
―
」、
第
五
六
回
中
國
出
土
文
獻
硏
究
會
、
二
〇
一
四
年
一
二
月

二
六
・
二
七
日
（
後
に
、「
淸
華
簡
『
良
臣
』・『
祝
辭
』
の
書
寫
者

―
國
別
問
題
再
考
」

と
し
て
『
中
國
硏
究
集
刊
』
第
六
二
號
（
二
〇
一
六
年
六
月
）
に
收
錄
）。

（
21
）
李
學
勤
「
戰
國
題
銘
槪
述
（
中
）」、『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
八
期
、
六
〇
頁
。

（
22
）（
宋
）
羅
泌
『
路
史
』、
中
華
書
局
四
部
備
要
本
、
一
二
二
頁
下
欄
。（
淸
）
梁
詩
正
・

于
敏
中
『
錢
錄
』
第
一
巻
、
天
津
古
籍
書
店
、
一
九
八
九
年
一
一
月
、
一
〇
頁
。

（
23
）（
淸
）
洪
亮
吉
が
著
し
た
『
古
泉
釋
文
』
に
は
魏
國
の
橋
形
布
の
釋
文
「
梁
之
尚
金



戰
國
文
字
と
傳
世
文
獻
に
見
え
る
「
文
字
異
形
」
に
つ
い
て

三
〇

當

」が
あ
る（
現
在
で
は
一
般
的
に「
梁
正
幣
百
當

」と
釋
讀
す
る
）。『
古
泉
釋
文
』

は
筆
者
は
未
見
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
吳
良
寶
『
中
國
東
周
金
屬
貨
幣
硏
究
』
一
四
七
頁

に
よ
っ
た
。

（
24
）
晉
系
文
字
は
東
周
時
代
の
東
周
公
國
・
西
周
公
國
の
文
字
を
含
む
。
何
琳
儀
『
戰

國
文
字
通
論
訂
補
』
第
三
章
第
四
節
、
江
蘇
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、

一
一
五
頁
、
一
三
七
〜
一
四
四
頁
參
照
。

（
25
）
李
學
勤
「
平
山
墓
葬
羣
與
中
山
國
的
文
化
」、『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
一
期
、
三
七

〜
四
一
頁
。
何
琳
儀
『
戰
國
文
字
通
論
訂
補
』、
一
三
四
〜
一
三
七
頁
。

（
26
）
さ
ら
に
具
體
的
に
言
う
と
、「
齊
大
刀
」
の
金
屬
の
成
分
と
齊
國
晩
期
の
圓
錢
の
成

分
と
は
同
じ
で
あ
る
。
吳
良
寶
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、
齊
の
圓
錢
の
鑄
造
年
代
は
齊
王

建
（
在
位
、
前
二
六
四
〜
前
二
二
一
年
）
の
時
期
に
當
た
る
（
吳
良
寶
『
中
國
東
周
時

期
金
屬
貨
幣
硏
究
』、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
、
二
六
七
〜
二
六
八
頁
）。

（
27
）
燕
侯
載
簋
銘
文
（『
殷
周
金
文
集
成
』10583

）
に
「

鼓
」
と
あ
り
、
學
者
は
「
百

鼓
」
あ
る
い
は
「
金
鼓
」
と
釋
讀
し
て
い
る
。「
金
鼓
」
と
い
う
釋
讀
は
、
比
較
的
信

用
で
き
る
。「
鼓
」
の
前
の
字
は
、
三
つ
の
横
棒
の
閒
の
距
離
が
明
ら
か
に
不
均
等
で

あ
り
、
必
ず
し
も
本
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
全
1
」
字
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）「
全
1
」
と
「
百
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
漢
字
學
硏
究
會
の
村
上
幸
造
敎
授
（
大

阪
工
業
大
學
）
よ
り
直
接
ご
敎
示
を
賜
り
、
古
文
字
の
「
百
」
と
「
全
1
」
は
傳
統
的

な
六
書
の
理
論
中
の
「
轉
注
」
の
關
係
で
は
な
い
か
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
さ
ら
に
檢
討
し
て
い
き
た
い
。

【
附
記
】

　

本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
中
國
出
土
文
獻
硏
究
會
主
催
特

別
講
演
會
」（
漢
字
學
硏
究
會
・
中
國
古
算
書
硏
究
會
共
催
、
於
大
阪
大
學
文
學
部
中
庭
會

議
室
）
に
お
い
て
發
表
し
た
內
容
に
修
訂
を
加
え
、
定
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
會
で

は
、
福
田
哲
之
敎
授
（
島
根
大
學
）、
佐
藤
將
之
敎
授
（
國
立
臺
灣
大
學
）、
大
川
俊
隆
敎
授

（
大
阪
產
業
大
學
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
敎
示
を
賜
っ
た
。

ま
た
、
日
本
語
翻
譯
の
際
に
は
、
草
野
友
子
博
士
（
京
都
產
業
大
學
）
の
助
力
を
得
た
。
講

演
會
で
の
發
表
の
機
會
を
與
え
て
く
だ
さ
っ
た
湯
淺
邦
弘
敎
授
（
大
阪
大
學
）、
な
ら
び
に

關
係
者
各
位
に
對
し
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

本
硏
究
は
、
日
本
學
術
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金
・
特
別
硏
究
員
奬
勵
費
（JSPS KAK

EN
H
I Grant N

um
ber 26

・04302

）、
中
國
敎
育
部
靑
年
基
金
項
目
（15YJC770003

）、

お
よ
び
漢
語
海
外
傳
播
河
南
省
協
同
創
新
中
心
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
日
本
學
術
振
興
會
外
國
人
特
別
硏
究
員
・
安
陽
師
範
學
院
文
學
院
講
師
）


